
○　主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
１　被告が原告に対し昭和六〇年九月二六日付けでした米穀輸入不許可処分を取り
消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
二　請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二　当事者の主張
一　請求原因
１　原告の地位
原告は、船用品供給業（いわゆるシツプチヤンドラー）を営む株式会社であり、千
葉県知事から食糧管理法（以下「法」という。）八条ノ三第一項の米穀の小売業の
許可を得ている者である。
２　本件不許可処分
原告は、被告に対し、昭和六〇年八月二七日付けで法一一条一項により左記のとお
り米穀の輸入（以下「本件輸入」という。）の許可申請をしたが、被告は、同年九
月二六日付けで原告に対し右申請を許可しない旨の処分（以下「本件不許可処分」
という。）をした。
記
（一）　種類別数量　　米国加州米　年間六〇〇トン
（二）　種類別単価　　一トンにつき四四七・八三米ドル
（三）　用　　　途　　右輸入米は関税法上の保税倉庫に蔵置し、その全量を本邦
を通過する外航船舶（外国航路を運航する船舶）にその自用に供するものとして提
供する。
（四）　輸　出　港　　米国カリフオルニア州オークランド港
輸　入　港　　東京港　横浜港　千葉港
３　本件不許可処分の違法性
（一）　本件輸入の必要性
近時国内産米の価格は、国際価格の四倍以上にも達し、近隣諸地域、例えば韓国や
台湾と比較して高価なため、わが国に停泊し、出航する外航船舶がその自用に供す
る米を日本で買い付けることはほとんど皆無になつている。そして、米だけにとど
まらず、米と同時に買い付けるのが通常である肉、野菜などの副食品や酒、煙草な
どの嗜好品、船用品一般の買付高にもその影響が及び、原告の経営の根幹にも響き
かねない事態となつている。
（二）　本件輸入と米穀の国内需給
法の基本目的は国内で消費される国民の食糧の確保にあるところ、本件輸入に係る
加州米は、全量を外国貨物のまま保税倉庫に蔵置した後外航船舶に積み込んでしま
うので、実質的には輸入には該当しないともいえるものである上、右（一）に述べ
たように国内産米は既に船用品としては購入されることはほとんどなくなつている
のであるから、本件輸入は国内の米の需給とは無関係であり、わが国の食糧管理体
制にいささかの影響も与えるものではない。したがつて、法に基づく食糧管理政策
上本件輸入を許可しない合理的理由はない。
（三）　加工貿易原材料の輸入との不均衡
法一一条一項は米穀輸入の許可制については政令に別段の定めがある場合を例外と
しているところ、法施行令一三条三号は右の例外として農林水産大臣の指定する米
穀の輸入は許可を要しないものとし、これを受けて食糧管理法の施行に関する件
（農林水産省告示第六七号）の八の（七）は加工貿易原材料として輸入割当てを受
けて輸入する米穀を輸入の許可を要しない米穀として指定している。加工貿易原材
料の輸入も本件輸入も、輸入された米穀が全量輸出されるという食糧管理政策上最
も本質的な点では共通しているにもかかわらず、前者の輸入を認めながら本件輸入
を認めないのは、食品加工業界とシツプチヤンドラー業界とを不当に差別するもの
であり、平等原則に違反する。
４　よつて、本件不許可処分は、処分の効果とこれがもたらす原告の不利益との間
の均衡を著しく失し、また、平等原則にも違反するものとして、裁量権の逸脱又は



濫用にわたる違法なものであるから、原告はその取消しを求める。
二　請求原因に対する認否
１　請求原因１の事実は認める。
２　同２の事実は認める。
３　同３の（一）のうち、わが国に停泊し、出航する外航船舶がその自用に供する
米を日本で買い付けることはほとんど皆無になつていることは否認し、その余の事
実は知らない。同（二）は争う。同（三）のうち、加工貿易原材料として輸入割当
てを受けて輸入する米穀が法に基づいて輸入の許可を要しない米穀として指定され
ていることは認め、その余は争う。
４　同４は争う。
三　被告の主張
ｌ米穀輸入許可の性質とその運用
米穀の輪入許可要件については法には何ら明定されておらず、右許可を与えるか否
かの判断は、被告の政策的判断を尊重すべき自由裁量に属するところ、米は日本国
民の主食として長い歴史を持つものであるから、その国民への安定的供給を確保し
て食生活の安定を図ることは食糧管理政策上最も重要な課題である。ところで、米
はわが国の農業粗生産高の約三分の一を占める基幹作物であるが、現在年間一〇〇
〇万トンの需要に対し四〇〇万トンに近い過剰生産力があるため、水田面積の三割
に及ぶ生産調整を実施している実情にあり、他方、世界的にみて米の生産量に占め
る貿易量の比率は約四パーセントであり、しかも輸出国は米国、タイ等に限定され
ているため、気候不順といつた原因により価格が大きく変動する傾向があつて、わ
が国への安定的供給を依存し得るような状況にはない。そこで、米については基本
的に輸入に依存することなく、国内産米で供給できるものは国内産米で賄うという
自給方針が農政の基本方針として国会決議等においてもたびたび確認されている。
現在輸入が許可されているのは次の極めて例外的な場合だけであり、いずれも特段
の理由があるものである。
（一）　沖縄向けタイ国産もち精米
沖縄復帰後の沖縄のもち精米の価格の高騰を避け、民生の安定を図るため、沖縄復
帰後の昭和四七年度以降その輸入を許可しているものであり、その数量は昭和五九
年度で約二六〇〇トンである。
（二）　沖縄向けタイ国産うるち砕精米
沖縄特産の泡盛の独特の風味を出すために不可欠なものとして、沖縄復帰時の昭和
四七年度以降その輸入を許可しているものであり、その数量は昭和五九年度で約九
四〇〇トンである。
（三）　日本に寄港する外航船舶の乗組員に供給するためのタイ国産米（いわゆる
シツプチヤンドラー用）
外航船舶の乗組員の相当数は、東南アジア系で、東南アジア産米を主食としてお
り、種類、食味等を異にする国内産米はその嗜好に合わない。そこで、人道上の見
地から、これら東南アジア系乗組員に主として供給することを目的として、昭和五
一年度以降輸入を許可しているものであり、その数量は昭和五九年度で約四〇〇ト
ンに限つている。
２　本件不許可処分の正当性
（一）　本件輸入の必要性の欠缺
本件輸入は、その対象が米国加州米（いわゆるカルフオルニア米）で国内産米と種
類、食味等が類似しており、国内産米で十分供給可能なものである上、その目的も
原告の外航船舶への売上の増大というにすぎないから、右１の（一）ないし（三）
の場合のように米の自給方針の例外として輸入を認めるべき特段の理由はない。
なお、原告は、外航船舶の自用米の買付の減少が他の品目の買付高にも影響を及ぼ
す旨主張するが、外航船舶が米の調達を中心として船用品の購入を行つていること
については必ずしも疑問なしとせず、米の販売高の減少と他の品目の売上高の減少
との因果関係は明らかではない。むしろ、海運不況、円高現象等の経済的、社会的
要因があいまつて、船用品全体の販売高の減少が生じていると推認するのが合理的
である。
（二）　国内需給等への影響
（１）　シツプチヤンドラーが外航船舶に供給している国内産米の数量は、少なく
とも昭和五八年で二三〇〇トン、昭和五九年で二四〇〇トンに達しており、仮に本
件申請を許可したとすれば、他のシツプチヤンドラーから同様の輸入許可申請がさ
れた場合にも許可せざるを得ず、これらの国内産米の供給に直接影響を与えること



になる。
（２）　また、本件輸入を許可すれば、これを機に国際線の航空機への供給業者等
から同様の輸入許可申請がされることも考えられ、この場合にも許可しなければな
らないから、国内産米の供給への影響はさらに大きくなる。
（３）　被告は国内の多くの農家に対して多大の困難を押して生産調整対策を実施
してきているところ、本件輸入を許可すれば、米の生産者をはじめ、多数の関係者
に混乱を惹起することが懸念され、被告において極めて重大な政治的、行政的責任
を負いかねないこととなる。
（三）　加工貿易制度との関係
加工貿易制度は、昭和二八年に国際収支の悪化という当時の経済情勢のもとで輸出
促進のための輸入政策の一つとして導入されたもので、当初から国内産米を使うこ
とは予定されていないものであり、輸入がなければ輸出もないものである。また、
法一一条一項の定める例外として制度的に輸入許可を要しないとされているもので
あるから、本件輸入の許可申請とは次元を異にし、比較の対象とはならない。ちな
みに、加工貿易原材料として輸入された米穀の数量は、昭和五九会計年度で約三五
〇〇トン、昭和六〇会計年度では約四二〇〇トンであり、輸入先はタイが大部分
で、次いで米国、中華人民共和国である。
３　以上のとおり、本件輸入は、加工貿易原材料とは異なり、従来から国内産米の
需要分野となつている米穀に関するもので、輸入を認めるべき特段の理由はなく、
これを認めることは国内産米での自給という農政の基本方針に正面から抵触し、国
内での米の需給はもとより、食糧管理政策そのものに多大の影響を与えることが懸
念されるのであるから、本件不許可処分には何ら裁量権の逸脱や濫用はなく適法な
ものであり、原告の請求は理由がない。
四　被告の主張に対する認否
争う。
五　原告の反論
１　最近のわが国に入港する外航船舶の総数、船籍、積込船用品（以下「船用品」
という。
）の販売高の経緯を東京湾内各港（千葉港については木更津港を含む。）につい
て、示したのが別表（一）であり、同表の合計の項を基に各年度ごとの一雙当たり
の船用品の販売高の推移を、「計」、「日本船」及び「外国船」の別に示したのが
別表（二）であり、千葉港に関係する原告（Ａ社）と米取扱量の多い千葉船舶食料
株式会社（Ｂ社）の各年度の米販売高及びその対前年度比を明らかにし、これと同
表のうちの外国船一雙当たりの各年度の積込船用品の販売高及びその対前年度比と
対比したのが別表（三）である。これらの表からは、入港船舶の総数には大きな変
化はないが、総じて日本船が減少して外国船が増加の傾向にあるところ、外国船一
雙当たりの船用品販売高は大幅な減少傾向にあり、これは米取扱量の減少と概ね比
例関係にあるということができ、原告の主張に沿うものといえる。したがつて、本
件輸入により米の価格が国際価格に接近すれば、かなりの程度船用品全体の業績の
回復が見込まれるのである。
２　全国船食連合会の調査によれば、外航船舶への国内産米の供給量は、昭和六〇
年（一月から一二月）が約一八〇〇トン、昭和六一年上半期（一月から六月）が約
七一〇トンとされており、わが国の米穀の生産量は昭和五九年度で約一二〇〇万ト
ンであるから、外航船舶向供給量は、現状でも〇・〇一ないし〇・〇二パーセント
にすぎない。前述の輸入許可を要しないとされている加工貿易原材料としての米穀
や、輸入を許可されている沖縄向けのタイ米の数量との比較においても、本件輸入
の許可が国内における米の需給に影響を及ぼす懸念は全くない。
３　被告は、本件輸入を許可すれば同様の輸入許可申請が国際線の航空機への供給
業者にも波及するおそれがあると主張している。しかし、国際線の航空機に供給さ
れている国内産米の数量は明らかではない上、船食と航空機の機内食とでは経済的
環境が異なり、船食は米穀をそのまま手を加えないで供給するのに対し、機内食の
場合は調理済みの食品の一部となるにすぎず、しかも就航路線との関係で調達場所
（空港）は極めて限定されており、多少の価格差があるからといつて簡単に調達場
所の変更はできないと思われるから、国内産米の価格の高騰が供給業者にもたらし
ている不利益はさほどではないと推測される。また、航空運賃の中で機内食の食材
購入費が占める割合は微々たるものであるところ、各航空会社とも機内サービスや
機内食の質の向上に努めていることは公知の事実であるから、いかに価格差がある
としてもあえて外国産米に切り替えることは考えられない。



４　被告は、本件輸入を許可すれば生産者をはじめ多数の関係者に混乱を惹起する
ことが懸念されると主張しているが、仮にかかる可能性があるとしても、客観的に
は本件輸入が国内における米の需給にほとんど影響を及ぼさないことは既に述べた
とおりであるから、一部の生産者等の情緒的な反応を理由に結論を歪めることはい
わゆる他事考慮として違法である。
５　外国人が日本国外で消費する外国産の食糧は、およそ食管法の関知するところ
ではないところ、外航船舶が外国船籍の場合には、船員もほとんど外国人で占めら
れているので、外国船籍の外航船舶に供給する米穀の輸人を許可しない理由はな
い。輸入の許可に当たつては輸入米の用途を申請より更に限定して外国船籍の外航
船舶に限つて許可することも可能であるところ、本件不許可処分はかような限定も
せずに全部不許可としたものであり、少なくともその限度では違法なことが明らか
である。
６　被告は、加工貿易については輸入をやめれば輸出もないと主張しているが、加
工貿易原材料は事後割当て（輸出した実績をもとに輸入枠を割り当てるものであ
る。）を原則とするものであるから、輸入が停止しても国内産米を使用した製品の
輸出が残る余地はあるのであり、その限度では国内産米の需要分野を蚕食している
のであるから、この点をもつて本件輸入に係る米穀との相違点とするのは当たらな
い。
六　原告の反論に対する認否
争う。
米穀の輸入を認めるか否かは、その数量の多寡のみにより判断すべき性格のもので
はないことは、既に述べたところから明らかである。
外国船籍の外航船舶に対する米の供給のうち、外国船が自ら海外で積載した米につ
いては、法施行令一三条三項において輸入の許可を要しないとされている。これに
対し、原告らシツプチヤンドラーは、日本国内で購入する米穀を販売するのである
から、正に国内の米の需給及び流通の問題であり、法の規制の対象となるのであ
る。
第三　証拠（省略）
○　理由
一　請求原因１（原告の地位）、同２（本件不許可処分）の事実はいずれも当事者
間に争いがない。
二　米穀輸入許可処分の性質
法は、一条において、国民食糧の確保及び国民経済の安定という法の目標を掲げ、
わが国の主要食糧の中心を占める米穀については、右目標を達成するため米穀の管
理、需給及び価格の調整並びに流通の規制につき具体的な規定を置いているが、法
一一条一項の定める米穀の輸入の許可制はその一環としての規制にほかならない。
そして、法は、右の許可制に関し許可の要件につき具体的な定めを置いていない
が、そのことは、米穀輸入の許否の判断につき、許可権者である被告に対し法の掲
げる右の目標に従つてこれをすべきことを要請しているものであり、右の目標が包
括的かつ抽象的であることからすると、被告には広汎な裁量が認められているもの
といつてよい。被告としては、右許否の判断に当たつては、右の目標の範囲内で、
米穀の需給事情を初めとするわが国の食糧管理にかかわる諸般の事情を考慮に入れ
るべきものであり、裁判所としては、被告のした右許否の判断が右の目標に背馳す
るなどその与えられた裁量の権限の範囲を超え又はその濫用があつたと認められる
場合に初めてこれを違法と判断すべきものである。そこで以下、本件許可処分に、
被告の裁量権の逸脱又は濫用にわたるところがあるかどうかを検討する。
三　本件輸入の必要性の有無
原告代表者尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、東京湾内各港（千葉港につい
ては木更津港を含む。以下同じ。）に昭和五八年から昭和六一年までに入港した外
航船舶の総数、船籍（日本船、外国船の別）、船用品販売高の経緯は別表（一）の
とおりであり、同表の合計の項を基に右の各年度ごとの一隻当たりの船用品の販売
高の推移を、「計」、「日本船」及び「外国船」の別に示すと別表（二）のとおり
となり、千葉港に関係する原告（Ａ社）と米取扱量の多い千葉船舶食料株式会社
（Ｂ社）の右の各年度の米販売高及びその対前年度比を明らかにし、これと別表
（二）のうちの外国船一隻当たりの右の各年度の船用品の販売高及びその対前年度
比と対比すると、別表（三）のとおりとなることが認められる。
そして、別表（一）、（二）からは、入港船舶の総数には大きな変化がないが、総
じて日本船が減少して外国船が増加の傾向にあり、東京湾内各港全体としての外国



船一隻当たりの船用品の販売高はかなりの減少傾向にあることが認められ、別表
（三）からは、原告（Ａ社）及び千葉船舶食料株式会社（Ｂ社）の米販売高の合計
と東京湾内各港全体としての外国船一隻当たりの船用品の販売高とに関する限り、
米販売高と船用品の販売高とは概ね比例して減少している関係にあることが認めら
れる。また、証人Ａの証言により成立の認められる甲第一〇号証、証人Ｂ、同Ａの
各証言及び原告代表者尋問の結果を総合すれば、近年、米穀を含む船用品の売上高
が年を追つて減少の傾向にあり、また、国内産米の価格は、米国加州米の三倍ない
し四倍にも達していることが認められる。
しかし、原告代表者尋問の結果によれば、原告による船舶に対する船用品供給業務
は、そのほとんどが千葉港において行われていること、及び千葉船舶食料株式会社
は日本船のみに米の供給を行つていることが認められるのであるから、別表（三）
のように、外国船に米の供給を行わない千葉船舶食料株式会社の米販売高を原告の
それと合計して、これと、千葉港以外の港を含めた東京湾内各港全体としての外国
船一隻当たりの船用品の販売高とを対比することは当を得ているとはいえず、いま
試みに、別表（一）及び別表（三）を基に、昭和五八年から昭和六一年までの、原
告の販売高及び前年比と、千葉港における外国船一隻当たりの船用品の販売高及び
前年比とを算出し、これを対比すると、別表（四）のとおりとなり、その間の比例
関係は失われるに至るのみならず、原告ら船用品供給業者が外航船舶に対して供給
している船用品全体あるいは船用食糧の売上高中に占める米穀の売上高の割合やそ
の推移を的確に把握し得る証拠はなく、右に認定した事実関係のみでは、原告ら船
用品供給業者の船用品の売上高全体の減少の原因が、ひとり国内産米の価格の高騰
による米穀の売上高の減少に起因すると推認するには足りない。むしろ、右の各証
言及び原告代表者尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、船用品全体の売上高の
減少は、外国船籍船の増加による日本人船員の減少と外国人船員の増加、海運合理
化の徹底に伴う船員数の減少等の事情を背景として、近年の激しい円高の進行によ
り日本での船用品全般の調達価格が高騰したことに起因するものであり、米穀の売
上高の減少も、その一場面にすぎないと考えるのが合理的である。
したがつて、仮に本件輸入を認めても、原告の米穀の売上高の増加はある程度見込
めるとしても、船用品全体の売上高の根本的回復にはそれほど寄与しないと思われ
るから、本件輸入の必要性はそれほど大きいわけではないというべきである。
四　本件輸入の国内需給等への影響
本件輸入を認めれば、原告の同業者からも同様な許可申請がされることは容易に予
測されることであるところ、弁論の全趣旨によれば、外航船舶に供給されている国
内産米の数量は、少なくとも昭和五八年度で二三〇〇トン、昭和五九年度で二四〇
〇トンに達することが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。これに対し、
成立に争いがない乙第二号証によれば、わが国の米の生産量は、豊作であつた昭和
五九年度で約一二〇〇万トンと認められるから、右の外航船舶に供給されている数
量は、全体に対する比率からすれば小量といつて差し支えないが、一年度に二千数
百トンという右の数量は、それ自体としてはかなりの数量であり、それだけの国内
産米の需要が減少するとすれば、それを当然に軽視することができるとはいえな
い。
さらに、量的な問題はともかく、前掲乙第二号証、成立に争いがない乙第三号証な
いし第二〇号証、第二四号証の一、二に弁論の全趣旨を総合すれば、被告は、膨大
な過剰生産力を有する米穀の生産調整に苦慮していることもあつて、かねてから国
内で供給できるものは国内産米で自給するということを農政の基本方針としている
ことが認められるところ、そのさなかに現在国内産米の需要分野となつているとこ
ろに輸入を認めることは、右の基本方針について生産者に疑念を抱かせることにな
り、被告の政治的、行政的責任が問題とされないとはいえない。そして、この点
は、法に基づき食糧管理政策を円滑に遂行しなければならない被告にとつて、輸入
許可に当たつても配慮することが許される事柄であり、これを被告が配慮したから
といつて他事考慮とするには当たらない。
五　加工貿易原材料の輸入との均衡
加工貿易原材料として輸入割当てを受けて輸入する米穀が、法に基づいて輸入の許
可を要しない米穀として指定されていることは当事者間に争いがない。そして、加
工貿易原材料の輸入と本件輸入とでは、輸入された米穀が、形を変えるかどうかの
違いはあるものの、結局は輸出されて国内の需給とは直接に関わらないという点に
おいては、類似するものであるといえる。しかし、弁論の全趣旨によれば、加工貿
易制度は、昭和二八年に国際収支の悪化という当時の経済情勢のもとで輸出促進の



ための政策の一つとして導入されたもので、当初から米穀の輸入が一体として右制
度の中に組み入れられていたものであり、そこでは国内産米の需要は予定されてい
ないものであることが認められる。したがつて、現に国内産米の需要分野となつて
いるところに新たに輸入を認めることになる本件輸入とは沿革や背景事情を異に
し、加工貿易原材料としての米穀の輸入に許可を要しないからといつて、本件処分
が直ちに平等原則に違背するものということはできない。
六　以上によると、被告が、本件不許可処分に当たり、本件輸入につき輸入を認め
るべき必要性をさほど重視せず、輸入を認めた場合の国内産米の需給等への影響を
かなり考慮に入れ、また、加工貿易原材料の輸入との均衡を配慮し得ないなどと判
断して、本件不許可処分をしたとしても、法の掲げる前記目標に背馳するものでは
ないことは明らかであり、そこに、裁量権の逸脱、濫用があるとは到底いい難い。
七　よつて、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につ
いて行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　鈴木康之　石原直樹　佐藤道明）


